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第２項 地球温暖化問題とは 
１ 地球温暖化＝二酸化炭素（温室効果ガス）で地球が熱くなる

地球の気温が、一定程度の温度に保たれ

ているのは、大気中に存在している二酸化

炭素や水蒸気などの温室効果ガスが、地表

面から放射される熱を吸収し、再び大気中

に放射して温める役割（温室効果）を果た

しているためです。このように、温室効果

ガスは生物が生存するために不可欠なも

のです。

しかし、産業革命以降、人間は化石燃料

を大量に燃やして使用することで、大気中

への二酸化炭素の排出を急速に増加させ

ました。このため、温室効果が強くなり、

地表面の温度が上昇しています。これが

「地球温暖化」です。

２ 地球温暖化は代表的な環境問題

平成 年（ 年） 月に、 （気候

変動に関する政府間パネル）は、地球温暖化

に関する第５次評価報告書の統合報告書を

採択・公表しました。

この報告書では、温暖化の主な原因が人間

活動であった可能性が極めて高い（ ％以上）

としています。

そして、温暖化の世界的な影響を次のとおり、推計しています。

① 年には、平均気温が最大予測で ℃上昇する。

② 年には、海面水位が最大予測で 上昇する。

３ 地球温暖化の影響

地球温暖化による“急激な”気温上昇は、さまざまな問題を引き起こすといわれてい

ます。例えば、つぎのような問題の発生が懸念されています。

① 極地の氷などが溶けて海面が上昇することにより、海岸線が後退し陸地が水没する。

② 高温地域での疾病が高緯度地方にも広がる。

③ 気候変動の幅が大きくなり、極端な天候の発生が多くなる。

④ 植生に変化が生じ、食料生産への影響が出る。

⑤ 生物種の絶滅が増える。

適正な温室効果ガス量で、
適度に熱放出が行われてい
る状態

温室効果が強まり、熱放出
が少ないため、地表温度が
上昇している状態

出典：気象庁ホームページ「二酸化炭素濃度の月平均値」
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第３項 地球温暖化防止に向けた動向

１ 主な国際的な取組

⑴ ３（国連気候変動枠組条約第３回締約国会議）

平成９年（ 年）、京都で開催された ３では、温室効果ガスの国別削減目標が

合意されました。国別の削減目標は、各国の温室効果ガス排出量を、平成 年（

年）～平成 年（ 年）の間に、基準年（平成２年（ 年）、一部平成７年（

年））のレベルより次表のとおり削減するというものです。（日本、アメリカ合衆国、

のみ表記）

 日本 アメリカ合衆国 ※ ＥＵ

年（一部 年）排出量を基準とした、
～ 年の間の排出量の削減率

％ ％ ％

※ このうちアメリカ合衆国は、後に、京都議定書から離脱 
 

平成 年（ 年）、マラケシュで開催された ７では、京都議定書の実行ルー

ル（いわゆる京都メカニズム＝国際排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施）

が合意されました。

⑵ 京都議定書の発効

平成 年（ 年）、ロシアが京都議定書を批准したことにより、同議定書の発効

要件（ｱ か国以上が批准、ｲ 排出抑制義務を負う先進国のうち平成２年（ 年）

温室効果ガス排出量の ％以上を占める国が批准）を満たしたため、平成 年（

年）２月 日、京都議定書が発効しました。議定書合意から７年を経て、議定書の

国別削減目標を達成することが批准国の法的な義務になりました。

平成 年（ 年）のドーハで開催された では、京都議定書の改正につい

て話し合われ、京都議定書における第二約束期間（ ～ 年）の設定が合意され

ました。さらに将来を見据え、京都議定書に代わる新しい枠組みを平成 年（

年）から発効させ、実施していくことも合意されました。

⑶ パリ協定の発効

平成 年（ 年） 月、パリで開催された では、産業革命からの気温上

昇を２℃未満に抑えるなどの共通認識のもと、途上国を含むすべての国が自主目標を

設定し、達成に向けた政策をとらなくてはならないと定めた「パリ協定」が採択され

ました。その後、平成 年（ 年） 月にパリ協定は発効し、平成 年（

年） 月ボンで開催された にてパリ協定に署名・批准していなかったシリアが

署名する意思を発表したため、平成 年（ 年）３月現在、アメリカを除く

の国・地域が締結しています。
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